
市
県
民
税
の
申
告

個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の

　
　
　

記
載
に
つ
い
て

▽
給
与
所
得
者
で
あ
る
が
、
勤
務

　

先
か
ら
市
へ
給
与
支
払
報
告
書

　

が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

▽
給
与
所
得
者
で
あ
る
が
、
２
か

　

所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

　

受
け
て
い
る
方

▽
給
与
所
得
者
で
あ
る
が
、
他
に

　

報
酬
・
原
稿
料
・
公
的
年
金
・

　

家
賃
な
ど
の
不
動
産
収
入
・
配

　

当
（
特
定
配
当
な
ど
、
申
告
不

　

要
の
配
当
を
除
く
。）な
ど
の
所

　

得
が
あ
っ
た
方

▽
平
成
28
年
中
に
会
社
な
ど
を
退

　

職
し
た
方
（
再
就
職
し
、
前
職

　

分
を
合
わ
せ
て
年
末
調
整
し
た

　

給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か

　

ら
市
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

　

を
除
く
。）

▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
方
（
所
得
の
有
無
に
か
か
わ

　

ら
ず
申
告
が
必
要
で
す
。）

▽
平
成
28
年
中
に
収
入
が
な
か
っ

　

た
方
や
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

　

な
ど
非
課
税
収
入
の
み
の
方
で
、

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
ご
家
族
の

　

扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
方

◎
申
告
が
必
要
で
な
い
方

▽
平
成
28
年
分
の
所
得
税
の
確
定

　

申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方

▽
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
な
く
、

　

会
社
か
ら
市
へ
給
与
支
払
報
告

　

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

▽
平
成
28
年
中
に
収
入
が
な
く
、

　

市
内
に
住
む
親
族
の
扶
養
と
な

　

っ
て
い
る
方

▽
公
的
年
金
４
０
０
万
円
以
下
の

　

収
入
の
み
で
他
に
社
会
保
険
料

　

等
追
加
の
控
除
が
な
い
方

※

追
加
の
控
除
を
受
け
る
と
き
な

　

ど
、
申
告
が
必
要
な
場
合
も
あ

　

り
ま
す
。

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑

○
給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉

　

徴
収
票

○
給
与
と
公
的
年
金
以
外
の
収
入

　

が
あ
る
方
は
、
平
成
28
年
中

　

（
１
月
か
ら
12
月
ま
で
）
の
収
入

　

・
支
出
が
わ
か
る
も
の

○
各
種
控
除
の
わ
か
る
書
類

・
配
偶
者
特
別
控
除

　

源
泉
徴
収
票
な
ど
配
偶
者
の
所　

　

得
金
額
が
わ
か
る
も
の

・
社
会
保
険
料
控
除

　

国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
税

　

な
ど
の
払
込
証
明
書
（
国
民
健

　

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
医
療
保

　

険
料
・
介
護
保
険
料
に
か
か
る

　

「
平
成
28
年
中
の
納
付
額
の
お

　

知
ら
せ
」
を
１
月
下
旬
に
発
送

　

し
て
い
ま
す
。）

・
生
命
・
地
震
保
険
料
控
除

　

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の

　

払
込
証
明
書

・
医
療
費
控
除

　

平
成
28
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

　

費
の
領
収
書
・
レ
シ
ー
ト
、
健

　

康
保
険
や
生
命
保
険
な
ど
で
補

　

て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書

※

領
収
書
な
ど
は
整
理
し
、
支
払

　

っ
た
医
療
費
・
交
通
費
（
公
共

　

交
通
機
関
利
用
の
場
合
の
み
可
）

　

の
明
細
を
便
箋
な
ど
に
受
診
者

　

ご
と
に
病
院
別
、
日
付
順
に
ご

　

記
入
の
上
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

（
合
計
額
を
必
ず
計
算
し
て
お
い

　

て
く
だ
さ
い
。）

・
障
害
者
控
除

　

コ
ピ
ー
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

①
番
号
確
認　

申
告
者
本
人
に
つ

い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き

る
書
類
等
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
記
載
の
住
民
票
等
）

②
身
元
確
認　

申
告
者
本
人
に
つ

い
て
公
的
機
関
が
発
行
し
た
書
類

等
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
、
保
険
証
等
）

　

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
下

田
市
に
住
み
、
次
に
該
当
す
る
方

は
原
則
と
し
て
市
県
民
税
の
申
告

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
申
告
が
必
要
な
方

▽
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

　

所
得
が
あ
っ
た
方

▽
公
的
年
金
受
給
者
で
、
社
会
保

　

険
料
控
除
な
ど
追
加
で
控
除
を

　

受
け
る
方
や
他
の
収
入
が
あ
っ
た
方

　

 

平
成
29
年
度
（
平
成
28
年
中
の

所
得
に
対
す
る
）
市
県
民
税
の
申

告
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　

市
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成
29

年
度
市
県
民
税
の
基
と
な
る
ほ
か
、

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料

な
ど
を
算
定
す
る
上
で
重
要
な
資

料
と
な
り
ま
す
。　

　

申
告
が
必
要
な
方
は
３
月
15
日

ま
で
に
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
年
の
市
県
民
税
の
申
告
及
び

所
得
税
の
確
定
申
告
（
平
成
28
年

分
）
か
ら
申
告
者
本
人
、
扶
養
親

族
及
び
事
業
専
従
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

申
告
書
提
出
の
際
に
は
、
本
人

確
認
（
番
号
確
認
と
身
元
確
認
）

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
必
要
書

類
の
写
し
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し

　

を
持
参
い
た
だ
く
際
は
両
面
を

116

15

市
県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

申
告
期
間
は

告
期
間
は

２
月

　
日
か
ら

日
か
ら

３
月

　
日
ま
で

日
ま
で

16

15

市
県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

申
告
期
間
は

告
期
間
は

２
月

　
日
か
ら

日
か
ら

３
月

　
日
ま
で

日
ま
で

- ４ -広報しもだ　2017. 2月号

市
県
民
税
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

申
告
期
間
は

２
月

　
日
か
ら

３
月

　
日
ま
で

16

15

- ５ -

び
譲
渡
所
得
を
申
告
分
離
課
税
と

し
、
こ
れ
ら
の
所
得
間
並
び
に
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
及
び
譲
渡

所
得
と
の
損
益
通
算
と
繰
越
控
除

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

②
日
本
国
外
に
居
住
す
る

　
　

扶
養
親
族
等
の

　
　
　
　

書
類
の
添
付
義
務
化

　

日
本
国
外
に
居
住
す
る
親
族
に

つ
い
て
扶
養
控
除
等
（
扶
養
控
除
、

配
偶
者
（
特
別
）
控
除
又
は
障
害

者
控
除
）
を
申
告
す
る
場
合
、「
親

族
関
係
書
類
」
及
び
「
送
金
関
係

書
類
」
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

③
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　

給
与
所
得
控
除
の
上
限
が
適
用

さ
れ
る
給
与
収
入
１
，
５
０
０
万

円
（
控
除
額
２
４
５
万
円
）
は
、

平
成
28
年
分
は
１
，
２
０
０
万
円

（
控
除
額
２
３
０
万
円
）
に
、
平
成

29
年
分
以
後
は
１
，
０
０
０
万
円

（
控
除
額
２
２
０
万
円
）に
引
き
下

げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

問
合
せ
先

税
務
課
市
民
税
係
（
窓
口
⑨
）

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
２
２
１
８

下
田
税
務
署　
　

☎
㉒
０
１
８
５

　
　
　
　
　
　
　

自
動
音
声
「
０
」

・
市
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

・
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

広報しもだ　2017. 2月号

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

　

な
ど

※

そ
の
他
の
控
除
に
つ
い
て
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
税
の
確
定
申
告
が

　
　
　
　
　
　
　

必
要
な
方

～
給
与
所
得
者
の
場
合
～

▼
給
与
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

　

が
20
万
円
を
超
え
る
方

▼
２
か
所
以
上
か
ら
一
定
額
を
超

　

え
た
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
方

▼
給
与
の
年
収
が
２
，
０
０
０
万

　

円
を
超
え
る
方
、
な
ど

～
自
営
業
者
な
ど
の
場
合
～

▼
平
成
28
年
分
の
所
得
合
計
額
か

　

ら
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

　

の
合
計
額
を
差
し
引
い
て
算
出

　

し
た
税
額
が
、
配
当
控
除
の
額

　

よ
り
多
い
方

◎
確
定
申
告
す
れ
ば

　
　

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い

方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
、
確

定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し

所
得
税
の
確
定
申
告

　

た
方

▼
一
定
の
額
以
上
の
医
療
費
を
支

　

払
っ
た
方

▼
年
末
調
整
で
、
扶
養
控
除
や
社

　

会
保
険
料
控
除
を
受
け
て
い
な

　

い
方
な
ど

◎
平
成
28
年
分
確
定
申
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
付
期
間

２
月
16
日
（
木
）～
３
月
15
日
（
水
）

※

土
日
を
除
く

開
設
時
間　

９
時
～
17
時

※

受
付
終
了
時
間
16
時

場
所　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

第
１
会
議
室

※

期
間
中
、
下
田
税
務
署
で
の
確

　

定
申
告
の
受
付
は
行
っ
て
お
り

　

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

会
場
で
は
電
子
申
告
（
ｅ-

Ｔ
Ａ

　

Ｘ
）
に
よ
る
申
告
相
談
を
行
っ

　

て
い
ま
す
。
税
務
署
か
ら
送
ら

　

れ
た
ハ
ガ
キ
又
は
封
書
、
そ
の

　

他
昨
年
以
前
に
申
告
会
場
で
お

　

渡
し
し
た
茶
色
又
は
緑
色
の
重

　

要
書
類
と
書
か
れ
た
封
筒
を
お

　

持
ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

①
金
融
所
得
課
税
の

　
　
　
　
　

一
体
化
等
の
見
直
し

　

特
定
公
社
債
等
の
利
子
所
得
及

平
成
28
年
分
か
ら
適
用
さ
れ
る

　

 

主
な
税
制
改
正

受付時間月日 ( 曜日 )

2 月 16 日（木）

2 月 17 日（金）

2 月 20 日（月）

2 月 23 日（木）

2 月 27 日（月）

2 月 21 日（火）

2 月 22 日（水）

2 月 24 日（金）

2 月 28 日（火）

受付地区

須　原

横　川

北湯ヶ野

大賀茂

田　牛

吉佐美

須　崎

箕作・相玉・椎
原・宇土金・落
合・荒増・堀之
内・加増野

白　浜

柿　崎

会　場

須原区民会館

横川諏訪神社

北湯ヶ野区集会場

大賀茂区公会堂

田牛区集会場

朝 日 公 民 館

白 浜 公 民 館

旧板戸公民館

須崎漁民会館

柿 崎 公 民 館

外浦区集会場

稲 梓 基 幹

集落センター

受付時間

 9:30~11:30

 9:30~11:30

 9:30~11:00

 9:30~11:30

13:30~15:00

 9:30~14:00

 9:30~11:30

13:00~15:00

 9:30~14:00

 9:30~11:30

13:30~15:00

 9:30~14:30

3 月  1 日（水）

会　場

市役所大会議室

稲生沢公民館

上大沢区集会所

市役所大会議室

全地区

東中・西中

中・高馬

立野・蓮台寺・河内

大　沢

四・五・六丁目

旧岡方村

一・二・三丁目

東本郷・武ガ浜

西本郷・敷根

受付地区

全地区

月日 ( 曜日 )

～

3 月  3 日（金）

3 月  6 日（月）

3 月  8 日（水）

3 月  9 日（木）

3 月 10 日（金）

3 月  7 日（火）

3 月  2 日（木）

3 月 13 日（月）

3 月 15 日（水）

中（なか）公民館

9:00~16:00

9:30~14:30

9:30~11:00

9:30~14:30

9:00~16:00

平成 28 年分　市県民税申告受付日程
日時：2 月 16 日 ( 木 ) ～ 3 月 15 日 ( 水 )※土日を除く
　　　9 時～ 16 時
場所：下田市役所　2 階　大会議室

※下記の日程で、各地区の会場でも申告を受け付けます。
　ただし、各地区の会場で申告受付を行っている日には、
　その地区にお住まいの方は市役所で申告の受付ができ
　ませんのでご了承ください。


